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指定基準等の平成２７年度改正について 

 

★共通事項 

「常勤」 

当該事業所における勤務時間が、当該事業所において定められている常勤の従業者が勤務すべき時

間数（1週間に勤務すべき時間数が 32時間を下回る場合は 32時間を基本とする。）に達していること

をいうものである。ただし、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法

律（平成 3年法律第 76号。以下「育児・介護休業法」という。）第 23条第１項に規定する所定労働時

間の短縮措置が講じられている者については、利用者の処遇に支障がない体制が事業所として整って

いる場合は、例外的に常勤の従業者が勤務すべき時間数を 30時間として取り扱うことを可能とする。 

 

＜平成27 年度介護報酬改定に関するQ＆A（平成27 年4月1日）＞ 

問２  

育児・介護休業法の所定労働時間の短縮措置の対象者がいる場合、常勤換算方法による人員要件に

ついてはどのように計算すれば良いか。 

（答） 

常勤換算方法については、従前どおり「当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において

常勤の従業者が勤務すべき時間数（32 時間を下回る場合は32 時間を基本とする。）で除することに

より、当該事業所の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法」であり、その計算に当たっ

ては、育児・介護休業法の所定労働時間の短縮措置の対象者の有無は問題にはならない。 

 

★訪問介護 

訪問介護員等の員数 

常勤のサービス提供責任者を３人以上配置し、かつ、サービス提供責任者の業務に主として従事す

る者を１人以上配置している指定訪問介護事業所であって、当該事業所のサービス提供責任者が行う

業務が効率的に行われていることにより、サービス提供責任者が担当する利用者を増すことに支障が

ないと認められる場合にあっては、当該指定訪問介護事業所事業所に置くべきサービス提供責任者の

員数は、利用者の数が５０又はその端数を増すごとに１人以上とすることができる。なお、この場合

にあっては次の点に留意する必要がある。 

ａ 「サービス提供責任者の業務に主として従事する者」とは、サービス提供責任者である者が当該

事業所の訪問介護員として行ったサービス提供時間（事業所における待機時間や移動時間を除く。）

が、１月あたり 30 時間以内であること。 

ｂ 「サービス提供責任者が行う業務が効率的に行われている」場合とは、居宅基準条例においてサ

ービス提供責任者が行う業務として規定されているものについて、省力化・効率化が図られている

ことが必要であり、例えば、以下のような取組が行われていることをいうものである。 

(ａ)訪問介護員の勤務調整（シフト管理）について、業務支援ソフトなどの活用により、迅速な調

整を可能としていること。 

(ｂ)利用者情報（訪問介護計画やサービス提供記録等）について、タブレット端末やネットワーク

システム等のＩＴ機器・技術の活用により、職員間で円滑に情報共有することを可能としている
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こと。 

(ｃ)利用者に対して複数のサービス提供責任者が共同して対応する体制（主担当や副担当を定めて

いる等）を構築する等により、サービス提供責任者業務の中で生じる課題に対しチームとして対

応することや、当該サービス提供責任者が不在時に別のサービス提供責任者が補完することを可

能としていること。 

この場合において、常勤換算方法を採用する事業所で必要となるサービス提供責任者については、

下記の別表に示すサービス提供責任者数を配置するものとする。 

 

別表 

利用者の数 

県基準条例第６条第５項の規定

の適用を受ける訪問介護事業所

が置かなければならない常勤の

サービス提供責任者数 

常勤換算方法を採用する事

業所で必要となる常勤のサ

ービス提供責任者 

50 人以下 3 3 

50 人超 100 人以下 3 3 

100 人超 150 人以下 3 3 

150 人超 200 人以下 4 3 

200 人超 250 人以下 5 4 

250 人超 300 人以下 6 4 

300 人超 350 人以下 7 5 

350 人超 400 人以下 8 6 

400 人超 450 人以下 9 6 

450 人超 500 人以下 10 7 

500 人超 550 人以下 11 8 

550 人超 600 人以下 12 8 

600 人超 650 人以下 13 9 

 

＜平成 27 年度介護報酬改定に関する Q＆A（平成 27 年 4月 1日）＞ 

問１８  

一定の要件を満たす指定訪問介護事業所が、サービス提供責任者の人員配置を「利用者 50 人に対

して１人以上」とする場合、都道府県知事に対する届出が必要となるのか。 

（答） 

一定の要件を満たす指定訪問介護事業所が、サービス提供責任者の人員配置を「利用者 50 人に対

して１人以上」とすることについて、都道府県知事に対する届出は要しない。 

ただし、一定の要件を満たすことを証明する資料等について、当該指定訪問介護事業所に整備して

おくことが必要である。 

なお、指定訪問介護事業所に係る指定申請にあたり、都道府県知事に提出しなければならない事項

の１つとして、「サービス提供責任者の氏名、生年月日、住所及び経歴」があるため、サービス提供責

任者の人員配置の見直しに伴い、当該指定訪問介護事業所のサービス提供責任者を減員する場合には、

都道府県知事に対する変更届が必要である。 

 

訪問介護計画の作成 

岐阜県指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営等に関する基準を定める条例（平成 26 年岐阜県
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条例第 61 号）第 16 条第２項第３号において、「介護支援専門員は、居宅サービス計画に位置付けた

指定居宅サービス事業者等に対して、指定居宅サービス等基準において位置付けられている計画の提

出を求めるものとする」と規定していることを踏まえ、居宅サービス計画に基づきサービスを提供し

ている指定訪問介護事業者は、当該居宅サービス計画を作成している指定居宅介護支援事業者から訪

問介護計画の提供の求めがあった際には、当該訪問介護計画を提供することに協力するよう努めるも

のとする。 

 

★訪問入浴介護 

変更事項なし 

 

★訪問看護 

基本方針 

指定居宅サービスに該当する訪問看護の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者

が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、

その療養生活を支援し、心身の機能の維持回復及び生活機能の維持又は向上を目指すものでなければ

ならない。 

 

訪問看護計画の作成 

岐阜県指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営等に関する基準を定める条例（平成 26年岐阜県条

例第 61号）第 16条第２項第３号において、「介護支援専門員は、居宅サービス計画に位置付けた指定

居宅サービス事業者等に対して、指定居宅サービス等基準において位置付けられている計画の提出を

求めるものとする」と規定していることを踏まえ、居宅サービス計画に基づきサービスを提供してい

る指定訪問看護事業者は、当該居宅サービス計画を作成している指定居宅介護支援事業者から訪問看

護計画の提供の求めがあった際には、当該訪問看護計画を提供することに協力するよう努めるものと

する。 

 

★訪問リハビリテーション 

基本方針 

指定居宅サービスに該当する訪問リハビリテーションの事業は、要介護状態となった場合において

も、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むこと

ができるよう生活機能の維持又は向上を目指し、利用者の居宅において、理学療法、作業療法その他

必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身の機能の維持回復を図るものでなければ

ならない。 

 

指定訪問リハビリテーションの具体的取扱方針 

リハビリテーション会議の構成員は、医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、介護支援専門

員、居宅サービス計画の原案に位置付けた指定居宅サービス等の担当者、介護予防・日常生活支援総

合事業のサービス担当者及び保健師等とすること。 

指定訪問リハビリテーション事業者は、リハビリテーション会議を開催し、リハビリテーションに

関する専門的な見地から、利用者の状況等に関する情報を当該構成員と共有するよう努めること。 



4 

 

なお、リハビリテーション会議は、利用者及びその家族の参加を基本とするものであるが、家庭内

暴力等によりその参加が望ましくない場合や、家族が遠方に住んでいる等によりやむを得ず参加でき

ない場合は、必ずしもその参加を求めるものではないこと。 

また、リハビリテーション会議の開催の日程調整を行ったが、サービス担当者の事由等により、構

成員がリハビリテーション会議を欠席した場合は、速やかに当該会議の内容について欠席者との情報

共有を図ること。 

 

訪問リハビリテーション計画の作成 

指定訪問リハビリテーション事業者が、指定通所リハビリテーション事業者の指定を併せて受け、

かつ、リハビリテーション会議の開催等を通じて、訪問リハビリテーション及び通所リハビリテーシ

ョンの目標及び当該目標を踏まえたリハビリテーション提供内容について、整合性のとれた訪問リハ

ビリテーション計画を作成した場合については、通所リハビリテーション計画の作成の基準を満たす

ことによって、訪問リハビリテーション計画の作成の基準を満たしているとみなすことができること

としたものである。 

当該計画の作成に当たっては、各々の事業の目標を踏まえたうえで、共通目標を設定すること。ま

た、その達成に向けて各々の事業の役割を明確にした上で、利用者に対して一連のサービスとして提

供できるよう、個々のリハビリテーションの実施主体、目的及び具体的な提供内容等を１つの計画と

して分かりやすくする記載するよう留意すること。 

訪問リハビリテーション及び通所リハビリテーションにおいて整合性のとれた計画に従いリハビリ

テーションを実施した場合には、居宅基準条例第 78 条第２項第４号に規定する診療記録を一括して

管理しても差しつかえないものであること。 

＜居宅基準条例第 78条第２項第４号＞ 

それぞれの利用者について、次条第一項の訪問リハビリテーション計画に従ったサービスの実施状

況及びその評価について、速やかに診療記録を作成するとともに、医師に報告すること。 

 

岐阜県指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営等に関する基準を定める条例（平成 26年岐阜県条

例第 61号）第 16条第２項第３号において、「介護支援専門員は、居宅サービス計画に位置付けた指定

居宅サービス事業者等に対して、指定居宅サービス等基準において位置付けられている計画の提出を

求めるものとする」と規定していることを踏まえ、居宅サービス計画に基づきサービスを提供してい

る指定訪問リハビリテーション事業者は、当該居宅サービス計画を作成している指定居宅介護支援事

業者から訪問リハビリテーション計画の提供の求めがあった際には、当該訪問リハビリテーション計

画を提供することに協力するよう努めるものとする。 

 

★居宅療養管理指導 

変更事項なし 

 

★通所介護 

生活相談員の勤務時間 

 指定通所介護事業所が、利用者の地域での暮らしを支えるため、医療機関、他の居宅サービス事業

者、地域の住民活動等と連携し、指定通所介護事業所を利用しない日でも利用者の地域生活を支える

地域連携の拠点としての機能を展開できるように、生活相談員の確保すべき勤務時間数には、「サー
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ビス担当者会議や地域ケア会議に出席するための時間」、「利用者宅を訪問し、在宅生活の状況を確

認した上で、利用者の家族も含めた相談・援助のための時間」、「地域の町内会、自治会、ボランテ

ィア団体等と連携し、利用者に必要な生活支援を担ってもらうなどの社会資源の発掘・活用のための

時間」など、利用者の地域生活を支える取組のために必要な時間も含めることができる。 

ただし、生活相談員は、利用者の生活の向上を図るため適切な相談・援助等を行う必要があり、こ

れらに支障がない範囲で認められるものである。 

 

＜平成27 年度介護報酬改定に関するQ＆A（平成27 年4月1日）＞ 

問４９ 

 生活相談員の勤務延時間に、「地域の町内会、自治会、ボランティア団体等と連携し、利用者に必

要な生活支援を担ってもらうなど社会資源の発掘、活用のための時間」が認められたが、具体的には

どのようなものが想定されるのか。また、事業所外での勤務に関しては、活動実績などの記録を保管

しておく必要があるか。 

（答） 

例えば、以下のような活動が想定される。 

・ 事業所の利用者である要介護者等も含んだ地域における買い物支援、移動支援、見守りなどの体 

制を構築するため、地域住民等が参加する会議等に参加する場合 

・ 利用者が生活支援サービスを受けられるよう地域のボランティア団体との調整に出かけていく場 

 合 

生活相談員の事業所外での活動に関しては、利用者の地域生活を支えるための取組である必要があ

るため、事業所において、その活動や取組を記録しておく必要がある。 

 

看護職員 

看護職員については、提供時間帯を通じて専従する必要はないが、当該看護職員は提供時間帯を通

じて指定通所介護事業所と密接かつ適切な連携を図るものとする。 

また、病院、診療所、訪問看護ステーションとの連携により、看護職員が指定通所介護事業所の営

業日ごとに利用者の健康状態の確認を行い、病院、診療所、訪問看護ステーションと指定通所介護事

業所が提供時間帯を通じて密接かつ適切な連携を図っている場合には、看護職員が確保されているも

のとする。 

なお、「密接かつ適切な連携」とは、指定通所介護事業所へ駆けつけることができる体制や適切な

指示ができる連絡体制などを確保することである。 

 

＜平成27 年度介護報酬改定に関するQ＆A（平成27 年4月1日）＞ 

問５０  

病院、診療所又は訪問看護ステーションとの契約で確保した看護職員は、営業日ごとに事業所内で

利用者の健康状態の確認を行う必要があるが、その場合どの程度の従事時間が必要か。また、事業所

に駆けつけることができる体制とは、距離的にどの程度離れた範囲までを想定しているのか。 

（答） 

健康状態の確認を行うために要する時間は、事業所の規模に応じて異なるため、一概に示すことは

できないが、利用者全員に対して適切に健康状態の確認を行えるように病院、診療所又は訪問看護ス

テーションと契約を結ぶ必要がある。 

また、事業所に駆けつけることができる体制に係る距離的概念については、地域の実情に応じて対

応するため、一概に示すことはできないが、利用者の容態急変に対応できるよう契約先の病院、診療
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所又は訪問看護ステーションから適切に指示を受けることができる連絡体制を確保することでも密接

かつ適切な連携を図っていることになる。 

 

夜間及び深夜に指定通所介護以外のサービスを提供する場合 

指定通所介護の提供以外の目的で、指定通所介護事業所の設備を利用し、夜間及び深夜に指定通所

介護以外のサービス（以下「宿泊サービス」という。）を提供する場合には、当該サービスの内容を

県に届け出る必要がある。届出内容については、「指定通所介護事業所等の設備を利用し夜間及び深

夜に指定通所介護以外のサービスを提供する場合の事業の人員、設備及び運営に関する指針」別紙様

式によるものとする。また、指定通所介護事業者は宿泊サービスの届出内容に係る介護サービス情報

を県に報告し、県は情報公表制度を活用し宿泊サービスの内容を公表することとする。 

指定通所介護事業者は届け出た宿泊サービスの内容に変更がある場合は、変更の事由が生じてから

10日以内に県に届け出るよう努めることとする。また、宿泊サービスを休止又は廃止する場合は、そ

の休止又は廃止の日の１月前までに県に届け出るよう努めることとする。 

 

＜平成27 年度介護報酬改定に関するQ＆A（平成27 年4月1日）＞ 

問６４  

指定通所介護事業所の設備を利用して夜間及び深夜に指定通所介護以外のサービスを提供する事業

所については、平成27 年４月１日から届出制が導入されるが、本届出が行われていなかった場合や事

故報告がなかった場合の罰則等の規定はあるか。 

（答） 

 届出及び事故報告については、指定居宅サービス等基準を改正し規定したものであるため、届出を

行わない場合や事故報告を行わなかった場合には、指定通所介護事業所の運営基準違反となる。 

 

問６６  

宿泊サービスの届出要件として、「指定通所介護事業所の設備を利用し」とあるが、指定通所介護

事業所として届け出ている食堂、機能訓練室、静養室、相談室、事務室以外の部屋や隣接する建物等

で宿泊サービスを提供する場合の扱いはどうなるのか。 

（答） 

指定通所介護事業所の設備を利用して提供する宿泊サービスについては、届出の対象とするが、指

定通所介護事業所の設備を利用しないものについては対象としない。また、食堂などの一部設備を共

用するが、宿泊に関しては指定通所介護事業所等以外で実施する場合は対象とならない。 

なお、高齢者を入居させ、「入浴、排せつ又は食事の介護」、「食事の提供」、「洗濯、掃除等の

家事」又は「健康管理」の少なくとも一つのサービスを供与する場合には、有料老人ホームに該当し、

老人福祉法上の届出を行うことが必要となることに留意されたい。 

 

通所介護計画の作成 

岐阜県指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営等に関する基準を定める条例（平成 26 年岐阜県

条例第 61 号）第 16 条第２項第３号において、「居宅介護支援事業者は介護支援専門員に居宅サービ

ス計画に位置付けた指定居宅サービス事業者等に対して、居宅基準条例において位置付けられている

計画の提出を求めることを担当させるものとする」と規定していることを踏まえ、居宅サービス計画

に基づきサービスを提供している指定通所介護事業者は、当該居宅サービス計画を作成している指定

居宅介護支援事業者から通所介護計画の提供の求めがあった際には、当該通所介護計画を提供するこ

とに協力するよう努めるものとする。 
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療養通所介護の基本方針 

 指定療養通所介護の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居

宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう生活機能の維持又は向

上を目指し、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消

及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものでなければなら

ない。 

 

★通所リハビリテーション 

リハビリテーション会議の開催 

リハビリテーション会議の構成員は、医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、介護支援専門

員、居宅サービス計画の原案に位置付けた指定居宅サービス等の担当者、看護師、准看護師、介護職

員、介護予防・日常生活支援総合事業のサービス担当者及び保健師等とすること。 

指定通所リハビリテーション事業者は、リハビリテーション会議を開催し、リハビリテーションに

関する専門的な見地から、利用者の状況等に関する情報を当該構成員と共有するよう努めること。 

なお、リハビリテーション会議は、利用者及びその家族の参加を基本とするものであるが、家庭内

暴力等によりその参加が望ましくない場合や、家族が遠方に住んでいる等によりやむを得ず参加でき

ない場合は、必ずしもその参加を求めるものではないこと。 

また、リハビリテーション会議の開催の日程調整を行ったが、サービス担当者の事由等により、構

成員がリハビリテーション会議を欠席した場合は、速やかに当該会議の内容について欠席者との情報

共有を図ること。 

 

＜平成27 年度介護報酬改定に関するQ＆A（平成27 年4月1日）＞ 

問８１  

リハビリテーション会議への参加は、誰でも良いのか。 

（答） 

 利用者及びその家族を基本としつつ、医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、介護支援専門

員、居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス等の担当者その他の関係者が構成員となって実

施される必要がある。 

 

問８２  

介護支援専門員が開催する「サービス担当者会議」に参加し、リハビリテーション会議同等の構成

員の参加とリハビリテーション計画に関する検討が行われた場合は、リハビリテーション会議を開催

したものと考えてよいのか。 

（答） 

 サービス担当者会議からの一連の流れで、リハビリテーション会議と同様の構成員によって、ハビ

リテーションに関する専門的な見地から利用者の状況等に関する情報を共有した場合は、リハビリテ

ーション会議を行ったとして差し支えない。 

 

問８３  

リハビリテーション会議に欠席した構成員がいる場合、サービス担当者会議と同様に照会という形

をとるのか。 

（答） 
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照会は不要だが、会議を欠席した居宅サービス等の担当者等には、速やかに情報の共有を図ること

が必要である。 

 

＜平成27 年度介護報酬改定に関するQ＆A（平成27 年4月30日）＞ 

問６  

地域ケア会議とリハビリテーション会議が同時期に開催される場合であって、地域ケア会議の検討

内容の１つが、通所リハビリテーションの利用者に関する今後のリハビリテーションの提供内容につ

いての事項で、当該会議の出席者が当該利用者のリハビリテーション会議の構成員と同様であり、リ

ハビリテーションに関する専門的な見地から利用者の状況等に関する情報を構成員と共有した場合、

リハビリテーション会議を開催したものと考えてよいのか。 

（答） 

貴見のとおりである。 

 

訪問リハビリテーション事業者の指定を併せて受けている場合 

指定通所リハビリテーション事業者が、指定訪問リハビリテーション事業者の指定を併せて受け、

かつ、リハビリテーション会議の開催等を通じて、通所リハビリテーション及び訪問リハビリテーシ

ョンの目標及び当該目標を踏まえたリハビリテーション提供内容について整合性のとれた通所リハビ

リテーション計画を作成した場合については、訪問リハビリテーションの居宅基準条例第79条第１項

及び第２項の基準を満たすことによって、通所リハビリテーションの居宅基準条例129条第１項から第

２項の基準を満たしているとみなすことができることとしたものであること。 

当該計画の作成に当たっては、各々の事業の目標を踏まえたうえで、共通目標を設定すること。ま

た、その達成に向けて各々の事業の役割を明確にした上で、利用者に対して一連のサービスとして提

供できるよう、個々のリハビリテーションの実施主体、目的及び具体的な提供内容等を１つの計画と

して分かりやすく記載するよう留意すること。 

 

通所リハビリテーション計画の作成 

岐阜県指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営等に関する基準を定める条例（平成 26 年岐阜県

条例第 61 号）第 16 条第２項第３号において、「居宅介護支援事業者は介護支援専門員に居宅サービ

ス計画に位置付けた指定居宅サービス事業者等に対して、居宅基準条例において位置付けられている

計画の提出を求めることを担当させるものとする」と規定していることを踏まえ、居宅サービス計画

に基づきサービスを提供している指定通所介護事業者は、当該居宅サービス計画を作成している指定

居宅介護支援事業者から通所介護計画の提供の求めがあった際には、当該通所リハビリテーション計

画を提供することに協力するよう努めるものとする。 

 

事業所屋外におけるサービス提供 

指定通所リハビリテーションは、事業所内でサービスを提供することが原則であるが、次に掲げる

条件を満たす場合においては、事業所の屋外でサービスを提供することができるものであること。 

ａ あらかじめ通所リハビリテーション計画に位置付けられていること。 

ｂ 効果的なリハビリテーションのサービスが提供できること。 
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★短期入所生活介護 

短期入所生活介護計画の作成 

岐阜県指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営等に関する基準を定める条例（平成 26 年岐阜県

条例第 61 号）第 16 条第２項第３号において、「居宅介護支援事業者は介護支援専門員に居宅サービ

ス計画に位置付けた指定居宅サービス事業者等に対して、居宅基準条例において位置付けられている

計画の提出を求めることを担当させるものとする」と規定していることを踏まえ、居宅サービス計画

に基づきサービスを提供している指定短期入所生活介護事業者は、当該居宅サービス計画を作成して

いる指定居宅介護支援事業者から短期入所生活介護計画の提供の求めがあった際には、当該短期入所

生活介護計画を提供することに協力するよう努めるものとする。 

 

定員の遵守 

指定短期入所生活介護事業者は、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合には、指定短期

入所生活介護事業所の利用定員を超えて指定短期入所生活介護を行うことができることとしているが、

利用者の状況や利用者の家族等の事情により、指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員が、緊急に

指定短期入所生活介護を受けることが必要と認めた者に対し、居宅サービス計画に位置付けられてい

ない指定短期入所生活介護を提供する場合であって、当該利用者及び他の利用者の処遇に支障がない

と認められる場合においても、利用者数を超えて指定短期入所生活介護を行うことが認められるもの

である。 

この場合、居室以外の静養室において指定短期入所生活介護を行うこととしているが、あくまでも、

緊急の必要がある場合にのみ認められるものであり、当該利用者に対する指定短期入所生活介護の提

供は７日（利用者の日常生活上の世話を行う家族等の疾病等やむを得ない事情がある場合は 14 日）

を限度に行うものとする。 

なお、指定短期入所生活介護事業所の利用定員を超えて受け入れることができる利用者数は、利用

定員が 40 人未満である場合は１人、利用定員が 40 人以上である場合は２人まで認められるものであ

り、定員超過利用による減算の対象とはならない。 

 

★短期入所療養介護 

短期入所療養介護計画の作成 

岐阜県指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営等に関する基準を定める条例（平成 26 年岐阜県

条例第 61 号）第 16 条第２項第３号において、「居宅介護支援事業者は介護支援専門員に居宅サービ

ス計画に位置付けた指定居宅サービス事業者等に対して、居宅基準条例において位置付けられている

計画の提出を求めることを担当させるものとする」と規定していることを踏まえ、居宅サービス計画

に基づきサービスを提供している指定短期入所療養介護事業者は、当該居宅サービス計画を作成して

いる指定居宅介護支援事業者から短期入所療養介護計画の提供の求めがあった際には、当該短期入所

療養介護計画を提供することに協力するよう努めるものとする。 

 

★特定施設入居者生活介護 

基本方針 

＜旧規定＞ 養護老人ホームが指定特定施設入居者生活介護の事業を行う場合については、外部サー

ビス利用型指定特定施設入居者生活介護の事業を行うこととする。 
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    ↓ 

＜新規定＞ 削除 

 

法廷代理受領サービスを受けるための利用者の同意 

＜旧規定＞ 老人福祉法第２９条第１項に規定する有料老人ホームである指定特定施設において指定

特定施設入居者生活介護（利用期間を定めて行うものを除く。以下同じ。）を提供する指定

特定施設入居者生活介護事業者は、当該指定特定施設入居者生活介護を法定代理受領サー

ビスとして提供する場合は、利用者の同意がその条件であることを当該利用者に説明し、

その意思を確認しなければならない。 

    ↓ 

＜新規定＞ 削除 

 

特定施設サービス計画の作成 

岐阜県指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営等に関する基準を定める条例（平成 26 年岐阜県

条例第 61 号）第 16 条第２項第３号において、「居宅介護支援事業者は介護支援専門員に居宅サービ

ス計画に位置付けた指定居宅サービス事業者等に対して、居宅基準条例において位置付けられている

計画の提出を求めることを担当させるものとする」と規定していることを踏まえ、居宅サービス計画

に基づきサービスを提供している指定特定施設入居者生活介護事業者は、当該居宅サービス計画を作

成している指定居宅介護支援事業者から特定施設サービス計画の提供の求めがあった際には、当該特

定施設サービス計画を提供することに協力するよう努めるものとする。 

 

協力医療機関等 

協力医療機関及び協力歯科医療機関は、特定施設から近距離にあることが望ましい。 

 

★福祉用具貸与 

福祉用具専門相談員の要件 

＜H26.12.12 老振発1212第1号 「「福祉用具専門相談員について」の一部改正について」より＞ 

居宅要介護者又は居宅要支援者が福祉用具を選定する際に意見を聞くこととされている福祉用具専

門相談員は、介護保険法施行令（平成10 年政令第412 号）第４条第１項各号のいずれかに該当する者

としているところである。 

今般、介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令（平

成26 年政令第397 号）が公布され、福祉用具専門相談員となるための要件から養成研修修了者（介護

職員基礎研修課程・１級課程・２級課程の修了者、介護職員初任者研修課程の修了者）を除き、福祉

用具に関する知識を有している国家資格保有者及び福祉用具専門相談員指定講習修了者に限定するこ

ととする等の改正が行われ、平成27 年4月1日より適用されることとなった。 

また、同令附則第２項の規定により、同令の施行の際（平成27 年４月１日）現に養成研修修了者（介

護職員基礎研修課程・１級課程・２級課程の修了者、介護職員初任者研修課程の修了者）である者の

助言（平成28 年3月31 日までの間において行われるものに限る。）を受けて選定された福祉用具の貸

与又は販売については、なお従前の例によることとされている。 

 

＜介護保険法施行令第４条第１項＞ 

第四条  法第８条第１２項 若しくは第１３項 又は法第８条の２第１０項 若しくは第１１項 に規
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定する政令で定めるところにより行われる貸与又は販売は、居宅要介護者（法第８条第２項 に規定

する居宅要介護者をいう。）又は居宅要支援者（法第８条の２第２項 に規定する居宅要支援者をい

う。）が福祉用具（法第８条第１２項 に規定する福祉用具をいう。以下この項において同じ。）を

選定するに当たり、次の各号のいずれかに該当する者（以下この項及び第４項において「福祉用具

専門相談員」という。）から、福祉用具に関する専門的知識に基づく助言を受けて行われる貸与又

は販売とする。  

一  保健師  

二  看護師  

三  准看護師  

四  理学療法士  

五  作業療法士  

六  社会福祉士  

七  介護福祉士  

八  義肢装具士  

九  福祉用具専門相談員に関する講習であって厚生労働省令で定める基準に適合するものを行う  

 者として都道府県知事が指定するもの（以下この項及び第３項において「福祉用具専門相談員指 

定講習事業者」という。）により行われる当該講習（以下この項及び次項において「福祉用具専 

門相談員指定講習」という。）の課程を修了し、当該福祉用具専門相談員指定講習事業者から当 

該福祉用具専門相談員指定講習を修了した旨の証明書の交付を受けた者 

 

利用料等の受領 

 指定福祉用具貸与福祉事業者は、法定代理受領サービスとして提供される指定福祉用具貸与につい

ての利用者負担として、居宅介護サービス費用基準額の１割又は２割（法第 50条若しくは第 60条又

は第 69条第３項の規定の適用により保険給付の率が９割又は８割でない場合については、それに応じ

た割合）の支払を受けなければならない。また、指定福祉用具貸与者は、現に要した費用の額として

適切な利用料を設定し、指定福祉用具貸与の提供内容によって利用者から選択されることが本旨であ

る。そのため、指定福祉用具貸与事業者が受領した自己のサービス提供に係る利用者負担を金品その

他の財産上の利益に替えて直接的又は間接的に供与し、事実上自己の利用者の利用者負担の全部又は

一部を軽減している場合は、本旨の主旨からは除かれるものである。また、自己以外の者が自己のサ

ービス提供に係る利用者負担を前提として、自己の利用者に対して金品その他の財産上の利益を供与

している場合も同様である。 

 

福祉用具貸与計画の作成 

岐阜県指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営等に関する基準を定める条例（平成 26 年岐阜県

条例第 61 号）第 16 条第２項第３号において、「居宅介護支援事業者は介護支援専門員に居宅サービ

ス計画に位置付けた指定居宅サービス事業者等に対して、居宅基準条例において位置付けられている

計画の提出を求めることを担当させるものとする」と規定していることを踏まえ、居宅サービス計画

に基づきサービスを提供している指定福祉用具貸与事業者は、当該居宅サービス計画を作成している

指定居宅介護支援事業者から福祉用具貸与計画の提供の求めがあった際には、当該福祉用具貸与計画

を提供することに協力するよう努めるものとする。 

 

適切な研修の機会の確保並びに福祉用具専門相談員の知識及び技術の向上等 

 福祉用具専門相談員は、利用者が可能な限り、その有する能力に応じ自立した生活を営むことがで
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きるよう、利用者の心身の状況等を踏まえた適切な目標の設定、目標達成のための具体的なサービス

内容の検討など福祉用具貸与計画の作成や利用者への説明を通じて、適切な福祉用具の選定がなされ

るよう援助を行うことが求められている。このため、福祉用具専門相談員は常に必要な知識及び技能

の修得、維持及び向上に努めなければならない。 

 

★特定福祉用具販売 

販売費用の額等の受領 

岐阜県居宅基準条例第 251条第１項に規定する「販売費用の額」とは、介護保険法第 44条第３項に

規定する現に当該特定福祉用具の購入に要した費用の額であり、その費用には、通常の事業の実施地

域において特定福祉用具販売を行う場合の交通費等が含まれることとする。また、指定特定福祉用具

販売事業者は、現に当該特定福祉用具の購入に要した費用の額として適切な販売費用の額を設定し、

指定特定福祉用具販売の提供内容によって利用者から選択されることが本旨である。そのため、指定

特定福祉用具販売事業者が受領した自己の特定福祉用具の購入に要した費用を金品その他の財産上の

利益に替えて直接的又は間接的に供与し、事実上自己の利用者の利用者負担の全部又は一部を軽減し

ている場合は、本項の主旨からは除かれるものである。また、自己以外の者が自己の特定福祉用具の

購入に係る利用者負担を前提として、自己の利用者に対して金品その他の財産上の利益を供与してい

る場合も同様である。 

 

特定福祉用具販売計画の作成 

岐阜県指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営等に関する基準を定める条例（平成 26 年岐阜県

条例第 61 号）第 16 条第２項第３号において、「居宅介護支援事業者は介護支援専門員に居宅サービ

ス計画に位置付けた指定居宅サービス事業者等に対して、居宅基準条例において位置付けられている

計画の提出を求めることを担当させるものとする」と規定していることを踏まえ、居宅サービス計画

に基づきサービスを提供している指定特定福祉用具販売事業者は、当該居宅サービス計画を作成して

いる指定居宅介護支援事業者から特定福祉用具販売計画の提供の求めがあった際には、当該特定福祉

用具販売計画を提供することに協力するよう努めるものとする。 

 

 

適切な研修の機会の確保並びに福祉用具専門相談員の知識及び技術の向上等 

 福祉用具専門相談員は、利用者が可能な限り、その有する能力に応じ自立した生活を営むことがで

きるよう、利用者の心身の状況等を踏まえた適切な目標の設定、目標達成のための具体的なサービス

内容の検討など特定福祉用具販売計画の作成や利用者への説明を通じて、適切な福祉用具の選定がな

されるよう援助を行うことが求められている。このため、福祉用具専門相談員は常に必要な知識及び

技能の修得、維持及び向上に努めなければならない。 

 

★居宅介護支援 

地域ケア会議への協力 

地域包括ケアシステムの構築を推進するため、地域ケア会議が介護保険法上に位置付けられ、関係

者等は会議から資料又は情報の提供の求めがあった場合には、これに協力するよう努めることについ

て規定されたところである。地域ケア会議は、個別ケースの支援内容の検討を通じて、法の理念に基
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づいた高齢者の自立支援に資するケアマネジメントの支援、高齢者の実態把握や課題解決のための地

域包括支援ネットワークの構築及び個別ケースの課題分析等を行うことによる地域課題の把握を行う

ことなどを目的としていることから、指定居宅介護支援事業者は、その趣旨・目的に鑑み、より積極

的に協力することが求められる。そのため、地域ケア会議から個別のケアマネジメントの事例の提供

の求めがあった場合には、これに協力するよう努めなければならない。 

 

担当者に対する個別サービス計画の提出依頼 

居宅サービス計画と個別サービス計画との連動性を高め、居宅介護支援事業者とサービス提供事業

者の意識の共有を図ることが重要である。 

このため、基準条例第 16 条第１項第７号に基づき、担当者に居宅サービス計画を交付したときは、

担当者に対し、個別サービス計画の提出を求め、居宅サービス計画と個別サービス計画の連動性や整

合性について確認することとしたものである。 

なお、介護支援専門員は、担当者と継続的に連携し、意識の共有を図ることが重要であることから、

居宅サービス計画と個別サービス計画の連動性や整合性の確認については、居宅サービス計画を担当

者に交付したときに限らず、必要に応じて行うことが望ましい。 

さらに、サービス担当者会議の前に居宅サービス計画の原案を担当者に提供し、サービス担当者会

議に個別サービス計画の提出を求め、サービス担当者会議において情報の共有や調整を図るなどの手

法も有効である。 

 

運営規程 

 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重

要事項に関する規程を定めておかなければならない。  

 

一 事業の目的及び運営の方針  

二 従業員の職種、員数及び職務の内容  

三 営業日及び営業時間  

四 指定居宅介護支援の提供方法、内容及び利用料その他の費用の額  

五 通常の事業の実施地域  

六 苦情に対応するために講ずる措置に関する事項 

七 前各号に掲げるもののほか、運営に関する重要事項 

 

掲示等 

指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、介護支 

援専門員の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示し

なければならない。 

また、指定居宅介護支援事業者は、上記の重要事項について、指定居宅介護支援事業所のホームペ 

ージに掲載する等周知に努めなければならない。 

 

記録の整備 

指定居宅介護支援事業者は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供に関する次に掲げる記録を整 

備し、当該記録を整備した日（第２号に掲げる記録にあっては、当該居宅介護支援を提供した日の属

する月の翌々月の末日）から５年間保存しなければならない。 

一 指定居宅サービス事業者等との連絡調整に関する記録  



14 

 

二 個々の利用者ごとに作成する居宅介護支援台帳に記録する次に掲げるもの  

イ 居宅サービス計画 

ロ アセスメントの結果の記録 

ハ モニタリングの結果の記録 

ニ サービス担当者会議等の記録 

三 市町村への通知に係る記録  

四 苦情の内容等の記録  

五 事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録 

 

★介護老人福祉施設 

生活相談員 

生活相談員については、原則として常勤の者であること。ただし、１人（入所者の数が 100を超え

る施設にあっては、100 又はその端数を増すごとに１人を加えた数）を超えて配置されている生活相

談員が、時間帯を明確に区分したうえで当該指定介護老人福祉施設を運営する法人内の他の職務に従

事する場合にあっては、この限りではない。 

社会福祉法第 19条第１項各号のいずれかに該当する者のほか、次のいずれかに該当し事業者が適切

と認めた者とする。 

ア 介護支援専門員 

イ １年以上介護等の業務に従事した者であって、介護福祉士または、介護職員初任者研修を修了し

た者と同等の資格を有する者 

ウ ２年以上社会福祉施設で介護等の業務に従事した者 

 

★特別養護老人ホーム 

職員の専従 

 条例第６条は、入所者の処遇の万全を期すために、特別養護老人ホームの職員は当該特別養護老人

ホームの職務に専念すべきこととしたものであり、職員の他の職業との兼業を禁止する趣旨のもので

はなく、また、当該特別養護老人ホームを運営する法人内の他の職務であっても、同時並行的に行わ

れるものではない職務であれば、各々の職務に従事すべき時間帯が明確に区分された上で勤務するこ

とは差し支えない。したがって、特別養護老人ホームは、職員の採用及び事務分掌を決定するに当た

っては、この点に留意しなければならない。 

 

＜条例第６条＞  

特別養護老人ホームの職員は、専ら当該特別養護老人ホームの職務に従事する者でなければならな

い。（以下略） 

 

＜平成27 年度介護報酬改定に関するQ＆A（平成27 年4月1日）＞ 

問１３１   

常勤の職員の配置が求められる職種については、職員が時間帯を明確に区分し、法人内の他の職務

に従事する場合には、特別養護老人ホームにおける勤務時間が常勤の職員が勤務すべき時間数に達し

ないこととなるため、人員基準を満たすためには当該職員とは別に常勤の職員を配置する必要がある
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と考えてよいか。 

（答） 

貴見のとおりである。 

 

問１３２ 

 職員が時間帯を明確に区分し、法人内の他の職務に従事した時間については、常勤換算方法におけ

る職員の勤務延時間数に含まないと考えてよいか。 

（答） 

貴見のとおりである。 

 

問１３３  

特別養護老人ホームにおいて勤務すべき時間帯については、従前のとおり、介護職員等の直接処遇

職員については原則として兼務ができず、その他の職員の兼務についても、同一敷地内の他の社会福

祉施設等への兼務であって、入所者の処遇に支障をきたさない場合に限られるものであると考えてよ

いか。また、特別養護老人ホームにおいて勤務すべき時間帯以外については、職員が別の敷地内にあ

る他の事業所や施設の職務に従事することができると考えてよいか。 

（答） 

貴見のとおりである。 

 

勤務体制の確保 

 職員の勤務体制を定めるもののうち、介護職員の勤務体制については、３交代制を基本とするが、

諸般の事情によりこれにより難い場合かつ入所者の処遇が確保される場合は、２交代制勤務もやむを

得ないものであること。併せて、当該介護職員とは別に、宿直員を配置すること（介護保険法（平成

９年法律第 123号）に定める介護老人福祉施設又は地域密着型介護老人福祉施設である特別養護老人

ホームであって、厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準（平成 12年厚生省告

示第 29号）第４号ニ又は第５号ハを満たす人員を配置し、かつ当該夜勤職員のうち１名以上の者を夜

間における防火管理の担当者として指名している時間帯を除く。）。 

 

★介護老人保健施設 

看護師、准看護師及び介護職員 

 看護師若しくは准看護師（以下「看護職員」という。）又は介護職員（以下「看護・介護職員」とい

う。）は、直接入所者の処遇に当たる職員であるので、当該介護老人保健施設の職務に専ら従事する常

勤職員でなければならないこと。ただし、業務の繁忙時に多数の職員を配置する等により業務の円滑

化が図られる場合及び看護・介護職員が当該介護老人保健施設に併設される介護サービス事業所の職

務に従事する場合は、次の２つの条件を満たす場合に限り、その一部に非常勤職員を充てても差し支

えないこと。 

ア 常勤職員である看護・介護職員が基準条例によって算定される員数の７割程度確保されているこ

と。 

イ 常勤職員に代えて非常勤職員を充てる場合の勤務時間数が常勤職員を充てる場合の勤務時間数以

上であること。 

  また、併設事業所の職務に従事する場合は、当該介護老人保健施設において勤務する時間が勤務

計画表によって管理されていなければならず、介護老人保健施設の看護・介護職員の常勤換算方法
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における勤務延時間に、併設事業所の職務に従事する時間は含まれないものであること。 

 

★介護療養型医療施設 

変更事項なし 


